
個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内 

 

個人情報の保護に関する法律（以下、法といいます。）に基づき、公表または本人が容易

に知り得る状態に置くべきものと定めている事項を、以下に掲載させていただきますので、

ご覧下さいますようお願い申し上げます。（用語等は当組合の個人情報の取扱いに関する方

針と同一です。） 

 

 和歌山県農業共済組合 

 

１．当組合が取扱う個人情報の利用目的（法第１８条関係） 

(1) 農業保険法に基づき、この組合が行う農業共済事業における引受、損害評価、損害防止、加

入推進等および農業共済新聞等刊行物の購読者管理、配布のため 

(2) 農業保険法に基づく農業経営収入保険事業に係る受託業務を行うため 

 

２．当組合が取扱う保有個人データに関する事項（法第３２条関係） 

(1) 当該個人情報取扱事業者（当組合）の名称 和歌山県農業共済組合 

(2) すべての保有個人データ利用目的 

上記１．の内容 

(3) 開示等の求めに応じる手続 

ア 開示等の求めのお申出先 

和歌山県農業共済組合 

イ 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式 

当組合にお問い合わせ下さい。 

ウ 開示等の求めをする者がご本人又はその代理人であることの確認の方法 

本 人 確 認 運転免許証、旅券その他これらに類する書類 

代理人確認 上記書類及び本人との続柄を証明する書類 

エ 利用目的の通知又は開示を求める際の手数料の額及び徴収方法 

文書の複写については、１枚につき白黒１０円、カラー５０円とし、その他の場合につい

ても、その作成費用に相当する額 

徴収方法については、現金又は振り込みによることとします。 

(4) 保有個人データの取扱いに関し、当組合が設置する苦情のお申出先窓口 

和歌山県農業共済組合 総務部総務課  電話番号 ０７３―４３６―０７７１ 

 

３ 共同利用に関する事項（法第２７条関係） 

第三者提供の例外として、個人データを特定の者の間で共同して利用する場合であって、その

旨及び一定の事項を本人が容易に知り得る状態においているときは、第三者提供にいう「第三者」

に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できるこ

とを定めています。 

この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合については次のとおりです。 

(1) 農林水産省経営局保険監理官との間の共同利用 

共同利用目的          各共済事業の損害評価とりまとめ 

共同利用する個人データの項目  氏名、園地又は施設の情報等引受、損害評価、支払に関 

  する事項 



 (2) 農林水産省近畿農政局和歌山県拠点との間の共同利用 

共同利用目的          農業経営統計調査、作物統計調査等の調査に関する資料

の提供、お米に関する調査への資料の提供、農業経営収

入保険事業に関する資料の提供 

共同利用する個人データの項目  農業経営統計調査、住所、氏名他水稲の耕地情報等、支

払いに関する事項 

作物統計調査 

被害調査の共済減収調査・果樹共済基準筆調査に関する資料 

農作物減収調査    共済引受面積及び１０ａあたり共済基準収穫量一覧表 

果樹共済基準筆調査  共済加入農家資料、収穫量共済加入農家に関する調査対象作

物、種類等、品種区分、樹齢別の引受面積筆数及び共済引受

面積、共済基準収穫量 

畜産統計調査     家畜共済引受頭数に関する資料 

(3) 和歌山県家畜保健衛生所（指定獣医師を含む）・畜産協会わかやまとの間の共同利用 

共同利用目的          家畜共済診療業務委託及び検案書等作成並びに畜産経営

改善指導のため 

共同利用する個人データの項目  住所、氏名他家畜引受台帳及び個体整理簿に記載された

内容並びに共済掛金、支払共済金の額等 

(4) 市町村との間の共同利用 

共同利用目的          経営所得安定対策等に関する資料の提供、農業経営収入

保険事業に関する資料の提供 

共同利用する個人データの項目  住所、氏名他水稲の耕地情報等 

(5) 全国農業共済組合連合会との間の共同利用 

共同利用目的          農業経営収入保険事業に関する資料の提供 

共同利用する個人データの項目  住所、氏名他加入申請書類に記載された項目等 

(6) 全国農業共済協会及び日本情報産業（株）との間の共同利用 

共同利用目的          農業共済新聞購読者管理 

共同利用する個人データの項目  住所、氏名等 

(7) 農業協同組合との間の共同利用 

共同利用目的          農業経営収入保険事業と野菜価格安定対策事業とのデ

ータ照合のため、園芸施設共済事業の集団加入に関する

データ照合のため 

共同利用する個人データの項目  住所、氏名等 

 

ただし、上記の個人データの管理についての責任の所在については、すべて和歌山県農業共済組

合にあるものとします。 


